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Ⅲ 設立認証申請の提出書類の作成＜様式及び記載例＞ 

 

１ 設立認証申請関係 

  設立認証申請に必要な書類は次のとおりです。また、それぞれの様式は、岡山県県民生活部   

県民生活課ホームページ内「岡山県ボランティア・ＮＰＯのページ」（https://www.pref.    

okayama.jp/page/detail-79763.html）からダウンロードできます。 

    

  ＜提出書類一覧＞（官公署の発行する書面以外は日本産業規格Ａ4判とする） 

  
提  出  書  類  等（様式掲載ページ） 

 

 
様 式 

 
縦覧 

 
部  数 

 
１ 

 
設立認証申請書（P.23） 
 

 
第１号 

 

 

 
１ 

 
２ 

 
定款（P.25） 

 
任 意 

 
○ 
 

 
２ 

 
３ 

 
役員名簿（申請用・縦覧用）（P.41~42） 
 

 
〃 

 
○ 

 
２(各１) 

 
４ 

 
就任承諾及び誓約書の謄本(P.43)
 

 
〃 

  
１ 

 

  
 
５ 

 

 
役員の住所又は居所を証する書面（住民票等） 
 ・住民票の写し、外国政府が発行する書面等 
 ・申請の日前６ヶ月以内に作成されたもの 
 ・住民基本台帳ネットワークシステムを利用する場合   

は、住民票は不要（P.24参照） 

 

  

官公署 

 

 

 

 

 

 

 

   
１ 

 

 

 
６ 

 
社員のうち10人以上の者の名簿(P.44)
 

 
任 意 

 

 

 
１ 

 
７ 

 
確認書（P.45） 
 

 

〃 

 

 

 

１ 

 
８ 

 
設立趣旨書（P.46） 
 

 
〃 

 
○ 

 
２ 

 
９ 

 
設立についての意思の決定を証する議事録の謄本 
（P.47） 

 
〃 

 

 

 

 

１ 

 

 

10 

 

 

設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書 
（P.48） 

 

〃 

 

 

○ 

 

 

２ 

 

 

11 

 

 
設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書 
（P.49～54） 

 

〃 

 

 

○ 

 

 

２ 
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 (１)設立認証申請書＜様式第１号及び記載例＞ 

  様式第１号（第２条関係） 

                                                            令和  年 月 日 

  岡山県知事        殿 

    

                      申請者 住所又は居所 

                            氏名                      

                            電話番号 

 

設立認証申請書 

 

   特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第10条第１項の規定により，次のとおり 

 特定非営利活動法人を設立することについて認証を受けたいので，申請します。 

 

記 

 １ 特定非営利活動法人の名称  特定非営利活動法人（又はＮＰＯ法人）○○○○ 

 

 

 

 

 

 ２ 代表者の氏名        ○○ ○○ 

  

 

３ 主たる事務所の所在地    岡山県岡山市○○区○○町○○丁目○番○号 

                 ○○マンション○○○号 

 

 

 ４ その他の事務所の所在地   なし 

 

 

 

 ５ 定款に記載された目的    この法人は，○○に対して，△△に関する事業を行い，□□に 

                寄与することを目的とする。 

 

備考 

 １ ３及び４には，事務所の所在地の町名及び番地までを記載すること。 

 ２ 特定非営利活動促進法第10条第１項各号に掲げる書類を添付すること。 

 ３ 添付する書類のうち，特定非営利活動促進法第10条第１項第１号，第２号イ，第５号，第７号及び第８号に

掲げるものには，それぞれ副本１通を添えること。 

設立総会で選出された設立
代表者の個人の住所氏名
を正しく記載 

 

提出年月日を
記載する 

定款の記載と完全に一致させる 

名称の登記には、日本文字、ローマ字、アラビア数字の他、符号
として、アンパサンド「＆」、アポストロフィー「’」、コンマ「，」、ハイ
フン「－」、ピリオド「．」及び中点「・」を用いることができる 
なお、括弧やカギ括弧等は用いることができない 

 

設立総会で選出された法人の代表
者（理事長、会長等）の氏名を正し
く記載 

 

町名及び番地まで住居表示
どおり記載する 

町名及び番地まで住居表示どお
り記載する。その他の事務所は、
もれなく記載する 
ない場合は「なし」と記載する 

定款の記載と完全に一致させる 
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 （参考）添付書類（特定非営利活動促進法第10条第１項各号に掲げる書類） 

    (1)  定款（２部） 

    (2)  役員名簿（役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名

簿をいう。）（申請用１部、縦覧用１部） 

    (3) 各役員が特定非営利活動促進法第20条各号に該当しないこと及び同法第21条の規定に違反

しないことを誓約し，並びに就任を承諾する書面の謄本（１部） 

    (4) 各役員の住所又は居所を証する書面〔※注〕（１部） 

     (5) 社員のうち10人以上の者の氏名（法人にあっては，その名称及び代表者の氏名) 及び住所

又は居所を記載した書面（１部） 

    (6) 特定非営利活動促進法第２条第２項第２号及び同法第12条第１項第３号に該当することを

確認したことを示す書面（１部） 

    (7) 設立趣旨書（２部） 

    (8)  設立についての意思の決定を証する議事録の謄本 

    (9)  設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書（２部） 

    (10) 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書（その行う活動に係る事業の収益及び費

用の見込みを記載した書類をいう。）（２部） 

     

〔※注〕住民基本台帳ネットワークシステムの利用について 
 ＮＰＯ法人の設立認証申請に際し、添付書類のうち、役員の住所を証する書面としての住民票の
写しが省略できます。（ただし、下記イに該当する場合を除きます。） 

 

 【注意点】 

   ア  本人確認を円滑に行うため、役員名簿には、役員の氏名（フリガナ）・住所・生年月日を

正確に記載してください。 

    ・ 漢字、地番部屋番号等、特にご留意ください。 

（例）・漢字の字体は正確に   「広」と「廣」、「恵」と「惠」等 

・地番部屋番号等は詳しく 

 「○市○町 1-3-1 403」→「○市○町一丁目 3 番 1号△△コーポ 403号」 

 

    ・ 役員名簿等に記載されている氏名・住所等で確認できない場合は、住民票コードの提示 

又は住民票の写しを提出していただきます。 
 

   イ 住民基本台帳法（昭和 42年法律第 81号）の適用を受けない海外に住む日本人等について

は、従来どおり住所を証する書面の提出が必要です。 

     

※その他、ＮＰＯ法人に関する次の手続については、住民基本台帳ネットワークが利用でき

ます。 

      ・ 役員の変更等届出（役員の新任（任期満了と同時に再任された場合を除く。）の場合） 

      ・ 合併認証申請 
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(２)定款＜標準定款例及び留意事項＞ 

       一般的な定款の記載例を示していますので、法人の特性に応じて内容を取捨選択し、必要な規定

を付け加えるなどの検討をしてください。 

定   款   例 留 意 事 項 

特定非営利活動法人○○○○定款 

第１章 総  則 

（名称） 

第１条 この法人は、特定非営利活動法人○○○○という。 

 

 

 

 

 

 

（事務所） 

第２条 この法人は、主たる事務所を○○県○○市○○町○○ 

丁目○番○号に置く。 

２ この法人は、前項のほか、その他の事務所を○○県○○市 

○○区○○町○○丁目○番○号、 ……に置く。 

 

 

第２章 目的及び事業 

 

（目的） 

第３条 この法人は、〔Ａ〕に対して、〔Ｂ〕に関する事業を   

行い、〔Ｃ〕に寄与することを目的とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（特定非営利活動の種類） 

第４条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の 

 特定非営利活動を行う。 

 (1)…… 

 (2) …… 

  

 

 

 

 

＜第1条＞･･･必要的記載事項(法11①二) 

注：法令によって使用が禁止されている

名称はもちろん、既存の法人等と誤認

させるような名称を用いることは適当

でなく、法人の目的及び実態を適切に

表現した社会通念上妥当な名称を使用

することが必要 

 

＜第2条＞･･･必要的記載事項(法11①四) 

注：第1項には「主たる事務所」の所在地

を記載し、「その他の事務所（＝従たる

事務所）」がある場合は、第2項に所在

地を記載する。 

  「岡山県○○市」でも可。ただし、

設立総会で事務所地を確定することが

必要 

 

＜第3条＞･･･必要的記載事項(法11①一) 

注：特定非営利活動を行うことを主た 

る目的とした法人であること等を明ら 

かにするため、〔Ａ〕には、受益対象者

の範囲、〔Ｂ〕には、主要な事業、〔Ｃ〕

には、法人の事業活動が社会にもたら

す効果（どのような意味で社会の利益

につながるのか。）や法人としての最

終目標等を具体的かつ明確に伝わるよ

うに記載する。 

 

＜第4条＞･･･必要的記載事項(法11①三) 

注：法の別表に掲げる活動のうち、該当

するものを選択し、そのままの表記で

記載する（複数の種類の選択も可能）。 

 

 

２部提出する 
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(事業） 

第５条 この法人は、第３条の目的を達成するため、次の事業 

を行う。 

 (1) 特定非営利活動に係る事業 

    ①  ○○○○○事業 

    ②  ○○○○○事業 

        …… 

 (2)  その他の事業 

    ①  ○○○○○事業 

    ②  ○○○○○事業 

            …… 

 

２ 前項第２号に掲げる事業は、同項第１号に掲げる事業に支 

障がない限り行うものとし、利益を生じた場合は、同項第１ 

 号に掲げる事業に充てるものとする。 

 

 

 

 

第３章 会    員 

 

 

 

（種別） 

第６条 この法人の会員は、次の○種とし、正会員をもって特 

定非営利活動促進法（以下「法」という。）上の社員とする。 

 (1) 正 会 員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び        

団体 

 (2)  賛助会員 この法人の事業に賛助するため入会した個人                 

及び団体 

    …… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜第5条＞･･･必要的記載事項(法11①三及

び十一) 

注1：その他の事業を行わない場合は、第

1項第2号及び第2項の記載を要しない。 

注2：「特定非営利活動に係る事業」にお

いて、付随的な事業を行う場合には、「そ

の他この法人の目的を達成するために

必要な事業」を行う旨を記載します。 

ただし、「その他の事業」ではこの旨

の記載はできない。 

注3：「その他の事業」に当たるかどうか

は、定款の目的（第3条）に照らし、判

断する。ここでいう「その他の事業」は、

ＮＰＯ法での区分であり、法人税法上の

「収益事業」とは異なる。 

参考： 第2項…法５① 

 

 

＜第3章＞･･･社員の資格の得喪に関する 

事項は必要的記載事項(法11①五) 

参考：法２②イ 

 

 

＜第6条＞･･･必要的記載事項 

注1：ここでいう「社員」とは、社団の構

成員のことで、総会議決権を有する者が

該当する。 

注2： 正会員以外に賛助会員等異種の会員

について定める場合には、正会員と区別

して第2号以降にその旨を記載する。 
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（入会） 

第７条 会員の入会については、特に条件を定めない。 

２ 会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入 

会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正 

 当な理由がない限り、入会を認めなければならない。 

３ 理事長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、 

 理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければな 

らない。 

 

 

 

 

（入会金及び会費） 

第８条  会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納   

入しなければならない。 

 

 

 

（会員の資格の喪失） 

第９条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その 

資格を喪失する。 

 (1)  退会届の提出をしたとき。 

 (2)  本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。    

(3)  継続して○年以上会費を滞納したとき。 

 (4)  除名されたとき。 

 

（退会） 

第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、 

任意に退会することができる。 

 

 

（除名） 

第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会 

の議決により、これを除名することができる。この場合、そ 

 の会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならな 

い。 

 (1)  この定款等に違反したとき。 

 (2)  この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をした     

とき。 

 

 

 

＜第7条＞･･･必要的記載事項 

注1：第6条において、正会員以外の会員に

ついて定める場合には、正会員と区別し

て記載することもできる。 

 (以下、第11条まで同じ) 

注2：社員(正会員)以外の会員の入会につ

いては、任意の条件を定めることがで

きるが、社員(正会員)の資格取得要件

については、目的等に照らして合理的

かつ客観的なものに限られ、不当な条

件は付けられない。(法２②イ) 

 

＜第8条＞･･･必要的記載事項 

注1：入会金又は会費の設定がない場合

は、記載を要しない。 

注2：第23条（総会の権能）、第32条（理

事会の権能）と整合性をとること。 

 

＜第9条＞･･･必要的記載事項 

注：第4号…除名を資格喪失の事由とする

場合は、除名に関する規定を置く。(第

11条参照) 

 

 

 

 

＜第10条＞･･･必要的記載事項 

注：退会が任意であることを明確にす 

ること。任意に退会できない場合など 

は法に抵触することとなる。 

 

＜第11条＞ 

注：総会の議決以外に理事会の議決やそ

の他の機関の議決でも構わない。 
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（拠出金品の不返還） 

第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還し 

ない。 

 

第４章 役員及び職員 

 

（種別及び定数） 

第13条 この法人に次の役員を置く。 

  (1)  理事 ○○人 

  (2)  監事 ○○人 

２ 理事のうち、１人を理事長、○人を副理事長とする。 

 

 

 

 

（選任等） 

第14条 理事及び監事は、総会において選任する。 

２ 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。 

３ 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若 

しくは三親等以内の親族が１人を超えて含まれ、又は当該役 

 員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の３ 

分の１を超えて含まれることになってはならない。 

４ 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。 

 

 

 

 

 

 

 

（職務） 

第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。 

２ 理事長以外の理事は、この法人の業務について、この法人 

を代表しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜第4章＞･･･役員に関する事項は必要的

記載事項(法11①六) 

 

＜第13条＞･･･必要的記載事項 

注1：理事の定数は3人以上、監事の定数

は1人以上が必要(法15) 

注2：役員の定数は「○○人以上○○人以

下」のように上限と下限を設けること

もできる。 

注3：職名は、理事長、副理事長以外の名

称を使用することもできる。 

 

＜第14条＞･･･必要的記載事項 

注1：総会以外で役員の選任をすることも

可能。 

注2：第3項…法律上は、理事・監事が６人

以上の場合に限り、配偶者若しくは三親

等以内の親族を１人だけ役員に加えるこ

とができます（法21）。 

注3：理事はすべての社員から法人の業務

執行等に関して委任された立場である

ため、総会の決議により選任されること

が望ましい。 

監事を理事会で選任することは望ま

しくない。 

参考：第4項…法19 

 

＜第15条＞･･･必要的記載事項 

注1：理事長のみが法人の代表権を有する

場合に記載する。理事長以外にも法人

を代表する理事がいる場合には、例え

ば「理事全員は、この法人を代表する。」

というような記載をすること。（法16） 

  ※定款上「代表権を有する者」のみを

登記する。 

注2：理事長以外の理事が代表権を有しない

場合には、第1項に加えてその旨を明記す
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３ 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は 

理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序に 

よって、その職務を代行する。 

４ 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議 

決に基づき、この法人の業務を執行する。 

５ 監事は、次に掲げる職務を行う。 

 (1)  理事の業務執行の状況を監査すること。 

 (2)  この法人の財産の状況を監査すること。 

 (3)  前２号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財     

産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大     

な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所 

  轄庁に報告すること。 

 (4)  前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集     

すること。 

 (5)  理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況につい    

て、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求する 

こと。 

 

（任期等） 

第16条 役員の任期は、○年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない 

場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期 

を伸長する。 

 

 

 

 

３ 第１項の規定にかかわらず、任期満了前に、就任後２事業 

年度が終了した後の総会において後任の役員が選任された場

合には、当該総会が終結するまでを任期とする。 

 

 

４ 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、そ 

れぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。 

５ 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任す 

るまでは、その職務を行わなければならない。 

 

 

 

 

ることが望ましい。 

注3：第3項…副理事長が１人の場合は、「理

事長があらかじめ指名した順序によっ

て、」という記載を要しない。 

 

 

参考：第5項…法18 

注4：監事は代表権を有しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜第16条＞･･･必要的記載事項 

注1：第1項…必要的記載事項（法24①(役員

任期は２年以内で定める。)） 

注2：第2項…法人運営の円滑化を図るため、

定款第14条で、役員を総会で選任する旨

を明記している場合に限り、この任期伸

長規定を置くことができる（法24②）。 

 

注3：第3項…役員を総会で選任する法人に

おいて、役員の任期満了前に、総会と理

事会を同日に行い、理事の互選により代

表者を選出できるようにするための規定 

 

注4：第5項…前任者は辞任又は任期満了

後においても応急的に業務執行義務を

負うものとされているが、新たな権限

の行使まで認められるものではなく臨

時に役員の職務を行うだけであるた

め、至急後任者を選任する必要がある。

なお、この規定を根拠に２年を超えて

役員任期を伸長することはできない。 
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（欠員補充） 

第17条 理事又は監事のうち、その定数の３分の１を超える者 

が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。 

 

（解任） 

第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会 

の議決により、これを解任することができる。この場合、そ  

の役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければなら  

ない。 

 (1)  心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められる     

とき。 

 (2)  職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為     

があったとき。 

 

（報酬等） 

第19条 役員は、その総数の３分の１以下の範囲内で報酬を受 

けることができる。 

２ 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償す   

ることができる。 

３ 前２項に関して必要な事項は、総会の議決を経て、理事長 

が別に定める。 

 

（職員） 

第20条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。 

２ 職員は、理事長が任免する。 

 

第５章 総    会 

 

 

（種別） 

第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の２種とす 

る。 

 

 

（構成） 

第22条 総会は、正会員をもって構成する。 

 

 

 

 

 

  

＜第17条＞･･･必要的記載事項 

参考：法22 

 

 

＜第18条＞･･･必要的記載事項 

注：第23条、第32条と整合性をとること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜第19条＞･･･必要的記載事項 

参考：第1項…法２②一ロ 

 

 

注：第3項…総会以外に理事会等の機関の

議決でも構わない。 

注：第23条、第32条と整合性をとること。 

 

 

 

 

＜第5章＞･･･会議に関する事項は必要的

記載事項(法11①七) 

 

 

＜第21条＞･･･必要的記載事項 

参考：法14の2及び法14条の3 
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（権能） 

第23条 総会は、以下の事項について議決する。 

  (1) 定款の変更 

  (2) 解散 

  (3) 合併 

  (4) 事業計画及び活動予算並びにその変更 

  (5) 事業報告及び活動決算 

  (6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬 

  (7) 入会金及び会費の額 

  (8)  借入金（その事業年度内の収益をもって償還する短期借 

 入金を除く。第50条において同じ。）その他新たな義務の 

   負担及び権利の放棄 

  (9) 事務局の組織及び運営 

  (10) その他運営に関する重要事項 

 

（開催） 

第24条 通常総会は、毎事業年度○回開催する。 

２ 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 

  (1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。 

  (2)   正会員総数の５分の１以上から会議の目的である事項を   

記載した書面をもって招集の請求があったとき。 

  (3)  第15条第５項第４号の規定により、監事から招集があっ     

たとき。 

 

 

（招集） 

第25条 総会は、前条第２項第３号の場合を除き、理事長が招 

集する。 

２ 理事長は、前条第２項第１号及び第２号の規定による請求   

があったときは、その日から○日以内に臨時総会を招集しな   

ければならない。 

３ 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議   

事項を記載した書面（又は電磁的方法）をもって、少なくと  

も総会の日の５日前までに通知しなければならない。 

 

 

 

 

（議長） 

第26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の 

中から選出する。 

 

＜第23条＞･･･必要的記載事項 

参考：法14の5 

注：定款で理事会等に委任しているもの

以外は全て総会の議決事項 

  なお、法定の総会議決事項（定款変

更、解散及び合併）以外の事項につい

ては、理事会等の議決事項（第32条参

照）とすることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

＜第24条＞･･･必要的記載事項 

参考：第1項…法14の2 

少なくとも年1回は通常総会を開か

なければならない。 

参考：第2項第1号…法14の3① 

参考：第2項第2号…法14の3② 

     総社員の5分の1以上を必要とする

が、定款をもってこれを増減するこ

とが可能 

 

＜第25条＞･･･必要的記載事項 

 

注1：第2項…一般的な招集の期限は、14

日以内。 

 

注2：第3項…総会の招集は、定款で定めた

方法により、少なくとも総会の日の5日前

までに行わなければならない。（法14

の4） 

電磁的方法とは、電子情報処理組織

を使用する方法のことで、例えば電子

メールなどがこれに該当する。 
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（定足数） 

第27条 総会は、正会員総数の２分の１以上の出席がなければ 

開会することができない。 

 

 

（議決） 

第28条 総会における議決事項は、第25条第３項の規定によっ 

てあらかじめ通知した事項とする。 

２ 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した   

正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決   

するところによる。 

３ 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した

場合において、正会員の全員が書面（又は電磁的記録）によ  

り同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社 

員総会の決議があったものとみなす。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（表決権等） 

第29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。 

２ やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あ   

らかじめ通知された事項について書面（又は電磁的方法）を 

もって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任す 

ることができる。 

３ 前項の規定により表決した正会員は、第27条、第28条第２項、

第30条第１項第２号及び第51条の適用については、総会に出 

席したものとみなす。 

４ 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、 

その議事の議決に加わることができない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜第27条＞･･･必要的記載事項 

注：定款変更の際の定足数は、定款に特

別の定めがない限り、社員総数の２分

の１以上が必要(法25) 

 

＜第28条＞･･･必要的記載事項 

参考：第1項…法14の6 

 

 

 

注：第3項…「みなし総会決議」といい、

正会員全員が書面等の方法により同 

意の意思表示を示した場合、決議があ 

ったものと満たすことができる規定 

書面以外にも電磁的記録による同意 

の意思表示を可能とする規定を置くこ 

ともできる。(法14の9①) 

  電磁的記録とは、磁気ディスクその

他これに準ずる方法により一定の情報

を確実に記録しておくことができる物

をもって調製するファイルに情報を記

録したものとする。 

 

＜第29条＞･･･必要的記載事項 

参考：第1項及び第2項…法14の7 

 

 

 

 

 

 

参考：第4項…法14の8 
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（議事録） 

第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を 

作成しなければならない。 

 (1) 日時及び場所 

 (2)  正会員総数及び出席者数（書面表決者又は電磁的方法 

による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、そ 

の数を付記すること。） 

 (3) 審議事項 

 (4) 議事の経過の概要及び議決の結果 

 (5)  議事録署名人の選任に関する事項 

２ 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録   

署名人２人以上が署名しなければならない。 

 

３ 前２項の規定にかかわらず、正会員全員が書面（又は電磁 

的記録）により同意の意思表示をしたことにより、総会の決 

議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載し 

た議事録を作成しなければならない。 

 (1) 総会があったものとみなされた事項の内容 

 (2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称 

 (3) 総会の決議があったものとみなされた日 

 (4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名 

 

第６章 理事会 

（構成） 

第31条 理事会は、理事をもって構成する。 

 

 

 

 

 

（権能） 

第32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を  

議決する。 

  (1) 総会に付議すべき事項 

  (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項 

  (3)  その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 

 

 

 

 

 

 

＜第30条＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：第2項…「署名」とは自署のこと。 

 

 

注：第3項…書面以外に電磁的記録による

同意の意思表示を可能とする規定を置

くこともできる。(法14の9①)。 

 

 

 

 

 

 

＜第6章＞･･･会議に関する事項は必要的

記載事項(法11①七) 

注：理事会については、必ずしも置く必

要はないが、理事が数人ある場合には、

法人の事務は理事の過半数で決するこ

ととされているので、通常、法人の事

務の決定のため、理事の合議体として

理事会を設ける。 

 

＜第32条＞･･･必要的記載事項 

注：総会の権能(第23条)と整合性をとる

こと。 
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（開催） 

第33条  理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 

  (1) 理事長が必要と認めたとき。 

  (2)   理事総数の○分の○以上から会議の目的である事項を 

記載した書面をもって招集の請求があったとき。 

  (3)  第15条第５項第５号の規定により、監事から招集の請     

求があったとき。 

 

 

（招集） 

第34条 理事会は、理事長が招集する。 

２ 理事長は、第33条第２号及び第３号の規定による請求があ 

ったときは、その日から○日以内に理事会を招集しなければ 

ならない。 

３ 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審   

議事項を記載した書面（又は電磁的方法）をもって、少なく  

とも理事会の日の○日前までに通知しなければならない。 

 

（議長） 

第35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。 

 

（議決） 

第36条 理事会における議決事項は、第34条第３項の規定によ 

ってあらかじめ通知した事項とする。 

２ 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同   

数のときは、議長の決するところによる。 

 

（表決権等） 

第37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。 

２ やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あ   

らかじめ通知された事項について書面（又は電磁的方法）を 

もって表決することができる。 

３ 前項の規定により表決した理事は、第36条第２項及び第38

条第１項第２号の適用については、理事会に出席したものと 

みなす。 

４ 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、   

その議事の議決に加わることができない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜第36条＞ 

 

参考：第2項…法17 
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（議事録） 

第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録 

を作成しなければならない。 

  (1) 日時及び場所 

  (2)   理事総数、出席者数及び出席者氏名（書面表決者（又  

は電磁的方法による表決者）にあっては、その旨を付記  

すること。） 

  (3) 審議事項 

  (4) 議事の経過の概要及び議決の結果 

 (5) 議事録署名人の選任に関する事項 

２ 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録   

署名人２人以上が署名しなければならない。 

 

 

第７章 資産及び会計 

 

 

 

（資産の構成） 

第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構 

成する。 

  (1) 設立の時の財産目録に記載された資産 

  (2) 入会金及び会費 

  (3) 寄附金品 

  (4) 財産から生じる収益 

  (5) 事業に伴う収益 

  (6) その他の収益 

 

（資産の区分） 

第40条  この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係 

る事業に関する資産及びその他の事業に関する資産の２種と 

する。 

 

 

 

（資産の管理） 

第41条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総 

 会の議決を経て、理事長が別に定める。 

 

 

 

 

＜第38条＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：第2項…「署名」とは自署のこと。 

 

 

 

＜第7章＞･･･必要的記載事項 

注：第7章に関して、その他の事業を行な

わない場合は、その他の事業に関する規

定(第40条、第43条)は不要 

 

＜第39条＞･･･必要的記載事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜第40条＞･･･必要的記載事項 

第5条第1項第2号において「その他の

事業」がない場合は、記載を要しない。

又は、「この法人の資産は、特定非営利

活動に係る事業に関する資産とする。」

と記載する。 

 

＜第41条＞･･･必要的記載事項 
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（会計の原則） 

第42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従っ 

て行うものとする。 

 

 

（会計の区分） 

第43条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係 

る事業に関する会計及びその他の事業に関する会計の２種と 

する。 

 

 

 

 

（事業計画及び予算） 

第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、理事 

長が作成し、総会の議決を経なければならない。 

 

（暫定予算） 

第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予 

算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予  

算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じるこ

とができる。 

２ 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみな   

す。 

 

（予備費の設定及び使用） 

第46条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予   

備費を設けることができる。 

２ 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければなら   

ない。 

 

（予算の追加及び更正） 

第47条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会   

の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜第42条＞･･･必要的記載事項 

注：「法第27条各号に掲げる原則」とは、

正規の簿記の原則、真実性、明瞭性の

原則及び継続性の原則をいう。 

 

＜第43条＞･･･必要的記載事項 

参考：法５② 

第5条第1項第2号において「その他の

事業」がない場合は記載を要しない。又

は「この法人の会計は、特定非営利活動

に係る事業に関する会計とする。」と記

載する。 

 

＜第44条＞ 

注：第23条、第32条と整合性をとること。 

 

 

＜第44条～第47条及び第50条＞ 

注：現行法上、予算管理を行うか否かは法

人の任意であることから、予算管理を行

わない場合は、記載を要さない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜第47条＞ 

注：第23条、第32条と整合性をとること。 
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（事業報告及び決算） 

第48条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び   

財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速や   

かに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経   

なければならない。 

２ 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すもの   

とする。 

 

（事業年度） 

第49条 この法人の事業年度は、毎年○月○日に始まり翌年○   

月○日に終わる。 

 

（臨機の措置） 

第50条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその   

他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとすると   

きは、総会の議決を経なければならない。 

 

第８章 定款の変更、解散及び合併 

 

 

（定款の変更） 

第51条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出 

席した正会員の４分の３以上の多数による議決を経、かつ、   

法第25条第３項に規定する以下の事項を変更する場合、所轄 

庁の認証を得なければならない。 

  (1)  目的 

(2) 名称 

(3) その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活 

動に係る事業の種類 

 (4) 主たる事務所及びその他の事務所の所在地（所轄庁の 

変更を伴うものに限る。） 

 (5) 社員の資格の得喪に関する事項 

 (6) 役員に関する事項（定数に係るものを除く。） 

 (7) 会議に関する事項 

  (8) その他の事業を行う場合における、その種類その他当 

該その他の事業に関する事項 

  (9)  解散に関する事項（残余財産の帰属すべき者に係るも 

のに限る。） 

 (10) 定款の変更に関する事項 

 

 

 

＜第48条＞ 

注：第23条、第32条と整合性をとること。 

参考：法28①及び法29 

 

 

 

 

 

＜第49条＞･･･必要的記載事項 

参考：法11①十 

 

 

＜第50条＞ 

注：第23条、第32条と整合性をとること。 

 

 

＜第8章＞･･･定款の変更と解散に関する

事項は必要的記載事項（法11①十二及

び十三） 

 

＜第51条＞･･･必要的記載事項 

参考：法25 

  定款変更の際には、定款に特別の定め

がない限り、社員総数の2分の1以上が出

席し、その出席した社員の4分の3以上の

議決が必要 

注：法25③に規定する以外の、次の事項

に係る定款の変更をしたときは、遅滞

なく、所轄庁へ届け出なければならな

い（法25⑥）。 

①事務所の所在地(所轄庁の変更を伴

わないもの)(第2条参照)、②役員の定

数に関する事項(第13条参照)、③資産

に関する事項(第7章参照)、④会計に関

する事項（第43条参照）、⑤事業年度(第

49条参照)、⑥残余財産の帰属すべき者

に係るものを除く解散に関する事項

(第52条参照)、⑦公告の方法(第55条参

照) 
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（解散） 

第52条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。 

  (1) 総会の決議 

  (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 

 (3) 正会員の欠亡 

  (4) 合併 

  (5) 破産手続開始の決定 

  (6) 所轄庁による設立の認証の取消し 

  (7) …… 

２ 前項第１号の事由によりこの法人が解散するときは、正会   

員総数の４分の３以上の承諾を得なければならない。 

３ 第１項第２号の事由により解散するときは、所轄庁の認定   

を得なければならない。 

 

 

（残余財産の帰属） 

第53条 この法人が解散（合併又は破産手続開始の決定による 

解散を除く。）したときに残余する財産は、法第11条第３項  

に掲げる者のうち、〔Ｄ〕に譲渡するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（合併） 

第54条 この法人が合併しようとするときは、総会において正 

会員総数の４分の３以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を 

得なければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜第52条＞･･･必要的記載事項 

参考：第1号…法31①一 

 第2号…法31①三 

 第3号…法31①四 

 第4号…法31①五 

 第5号…法31①六 

 第6号…法31①七 

 第7号以下…法31①二（定款で定めた解

散事由の発生） 

参考：第2項…法31の2 

  解散の際には、定款に特別の定めがな

い限り、社員総数の4分の3以上の承諾が

必要となる。 

参考：第3項…法31② 

 

＜第53条＞･･･必要的記載事項 

参考：法11条③、法32 

〔Ｄ〕に記載する「残余財産の帰属すべ

き者」は、他の特定非営利活動法人、国

又は地方公共団体、公益社団法人又は公

益財団法人、学校法人、社会福祉法人、

更生保護法人から選定されなければな

らない。 

参考：法32②、③ 

 帰属先を定めない場合、又は帰属先が

明確でない場合は、国又は地方公共団

体に譲渡するか国庫に帰属されること

となる。 

 

＜第54条＞ 

参考：法34 

  定款に特別の定めがない限り、合併 

の際には、社員総数の4分の3以上の議 

決が必要 
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第９章 公告の方法 

 

（公告の方法） 

第55条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとと 

もに、官報に掲載して行う。ただし、法第２８条の２第１項  

に規定する貸借対照表の公告については、〔Ｅ〕に掲載して  

行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１０章 雑則 

（細則） 

第56条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決 

を経て、理事長がこれを定める。 

 

附     則 

 

１ この定款は、この法人の成立の日から施行する。 

２ この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。 

    理事長    ○ ○ ○ ○ 

    副理事長   ○ ○ ○ ○ 

    理事     ○ ○ ○  ○ 

    同      ○ ○ ○ ○ 

    …… 

        …… 

    監事     ○ ○ ○ ○ 

    同      ○ ○ ○ ○ 

    …… 

 

 

＜第9章＞･･･必要的記載事項(法11①十

四) 

 

＜第55条＞･･･必要的記載事項 

注1：法人は、前年度の貸借対照表の作成

後遅滞なくこれを公開しなければなら

ない。公告方法は以下の4つの方法から

選んで、定款で定める必要がある。（法

28の2①） 

公告方法 〔Ｅ〕の記載例 

①官報 官報 

②日刊新聞紙 ○○県において発

行する○○新聞 

③電子公告 ・この法人のホーム

ページ 

･内閣府NPO法人ポ

ータルサイト（法人

入力情報欄） 

④主たる事務所

の公衆の見や

すい場所 

この法人の主たる

事務所の掲示場（に

掲示） 

 

 

 

 

 

＜附則＞ 

注1： 設立当初の記載内容は、成立後に

おいて変更しない。 

注2： 第2項…必要的記載事項（法11②） 

 役員名簿の記載内容と一致させる。 
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３ この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第１項の規定 

にかかわらず、成立の日から令和○年○月○日までとする。 

 

４ この法人の設立当初の事業計画及び活動予算は、第44条の 

規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとす

る。 

５ この法人の設立当初の事業年度は、第49条の規定にかかわ 

らず、成立の日から令和○年○月○日までとする。 

 

６ この法人の設立当初の入会金及び会費は、第８条の規定に 

かかわらず、次に掲げる額とする。 

  (1)  正会員入会金   ○○○円 

    正会員会費      ○○○円（１年間分） 

  (2)  賛助会員入会金    ○○○円 

    賛助会員会費   ○○○円（１口） 

 

 

 

注3：第3項において、至年月日は、成立の

日から２年を超えてはならない。 

  通常総会は、事業年度終了後、決算業

務の後に行われるのが通常であるため、

ここでの役員の任期の終期は、事業年度

の終期から2ヶ月程度後に設定すること

が、法人運営の円滑化を図る上で適当で

ある。 

注4：第6項において、正会員以外の会員に

ついて定める場合には、正会員と区別し

て記載する。 
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 (３)役員名簿（法第 10 条第 1項第２号イ関係）＜様式例及び記載例＞ 

                                                            （申請用） 

 

 

 

役 員 名 簿            

                                                         （特定非営利活動法人の名称） 

 役職名 
フリガナ
氏  名 住 所 又 は 居 所 報酬の有無 生年月日  

 

理事長 

 

副理事長 

 

理事 

 

理事 

 

 

 

 

 

監事 

 

監事  

 

 

 ・・・・・ 

〇〇 〇〇 

・・・・・ 

〇〇 〇〇 

・・・・・ 

〇〇 〇〇 

・・・・・ 

〇〇 〇〇 

 

 

 

 

・・・・・ 

〇〇 〇〇 

・・・・・ 

〇〇 〇〇 

 

 

 

〇〇市〇〇丁目〇番地〇号 

 

〇〇市〇〇丁目〇番地〇号 

 

〇〇市〇〇丁目〇番地〇号 

 

〇〇市〇〇丁目〇番地〇号 

 

 

 

 

 

〇〇市〇〇丁目〇番地〇号 

 

〇〇市〇〇丁目〇番地〇号 

 

 

 

有 

 

無 

 

無 

 

無 

 

 

 

 

 

無 

 

無 

 

S〇.〇.〇 

 

H〇.〇.〇 

 

S〇.〇.〇 

 

S〇.〇.〇 

 

 

 

 

 

 

H〇.〇.〇 

 

S〇.〇.〇 
 

 

（備考） 

  １ 用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 

 ２ 「役職名」の欄には、理事、監事又は理事の職名を定めている場合はその別を記載する。 

 ３ 「住所又は居所」の欄には、各役員の住所又は居所を証する書面のとおりに記載する。  

  ４ 「報酬の有無」の欄には、定款の定めに従い報酬を受ける役員には「有」、報酬を受けない役員には「無」を

記入する。 

  ５ 役員総数に対する報酬を受ける役員数（「報酬の有無」欄の「有」の数）の割合は、３分の１以下でなければ

ならない。（法第２条第２項第１号ロ） 

 ６ 「生年月日」の欄は、住民基本台帳ネットワークシステムを利用し、住民票の添付を省略する場合にのみ記入

すること。 

・縦覧用には不要 
・住民票を省略する場合は、 
生年月日を記入する 

１部提出する 

町名及び番地まで
住民票どおりに記載 

理事の職名を定めている場合は、
それぞれの理事について職名を
記載する 

報酬を受ける人が
分かるように記載 

定款の附則に記載され
ている設立当初の役員と
一致すること 
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（縦覧用） 

 

 

 

役 員 名 簿            

                                                       特定非営利活動法人〇〇〇〇 

 役職名 氏  名
フリガナ

 住所又は居所 報酬の有無  

 

理事長 

 

副理事長 

 

理事 

 

理事 

 

 

 

 

 

監事 

 

監事 

    ・・・・・ 

〇〇 〇〇 

・・・・・ 

〇〇 〇〇 

・・・・・ 

〇〇 〇〇 

・・・・・ 

〇〇 〇〇 

 

 

 

 

 

・・・・・ 

〇〇 〇〇 

・・・・・ 

〇〇 〇〇 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

  

有 

 

無 

 

無 

 

無 

 

       

 

 

 

 

無 

 

無 

 

（備考） 

  １ 用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 

 ２ 「役職名」の欄には、理事、監事又は理事の職名を定めている場合はその別を記載する。 

 ３ 「報酬の有無」の欄には、定款の定めに従い報酬を受ける役員には「有」、報酬を受けない役員には「無」を

記入する。 

  ４ 役員総数に対する報酬を受ける役員数（「報酬の有無」欄の「有」の数）の割合は、３分の１以下でなければ

ならない。（法第２条第２項第１号ロ） 

 

 

理事の職名を定めている場合は、
それぞれの理事について職名を
記載する 

報酬を受ける人が
分かるように記載 

定款の附則に記載され
ている設立当初の役員と
一致すること 

非公開 

１部提出する 
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(４)就任承諾及び誓約書（法第10条第1項第２号ロ関係）＜様式例及び記載例＞ 
                                 

令和  年  月  日 
 

   特定非営利活動法人○○○○ 御中 

 

就任承諾及び誓約書              

 

              住所又は居所 

                          氏名                         

 

  私は、（特定非営利活動法人の名称）の理事（又は監事）に就任することを承諾す

るとともに、特定非営利活動促進法第２０条各号に該当しないこと及び同法第２１条

の規定に違反しないことを誓約します。 

 
 特定非営利活動促進法第20条の要件  

次の各号のいずれかに該当する者は、特定非営利活動法人の役員になることができない。 

一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

二  禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から

２年を経過しない者 

三  以下の理由で罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなっ

た日から２年を経過しない者 

 ・ 特定非営利活動促進法の規定に違反した場合 

 ・ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定（同法第３２条の２第７項の規定を除

く。）に違反した場合 

  ・ 刑法第204条（傷害）、第206条（傷害及び傷害致死の現場助勢）、第208条（暴行）、第208条の

３（凶器準備集合及び結集）、第222条（脅迫）、第247条（背任）の罪を犯した場合 

・ 暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯した場合 

四  暴力団の構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。）若しくは暴力団の構成員でなくなった日

から５年を経過しない者 

五 設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された

日から２年を経過しない者 

六 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの 

特定非営利活動促進法第21条の要件  

  役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が１人を超えて

含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の３分の１を超えて含ま

れることになってはならない。 

 

（備考） 

  １ 用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 

 ２ 「住所又は居所」の欄には、各役員の住所又は居所を証する書面のとおりに記載する。  

 ３ 原本は団体で保管し、謄本（コピー）を提出する。 

 

 

 

 

理事か監事のいずれかを記載 

署名（自署）又は記名押印する

町名及び番地まで住民票どおり記載する 

 

総会の日付でよい 
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(５)社員のうち10人以上の者の名簿（法第10条第1項第３号関係）＜様式例及び記載例＞ 

 

社 員 の う ち 1 0 人 以 上 の 者 の 名 簿                         

 

 

                                                     （特定非営利活動法人○○○○） 

 氏  名 住所又は居所  

 

 

〇〇 〇〇 
 
〇〇 〇〇 
 
〇〇 〇〇 
 
〇〇 〇〇 
 
〇〇 〇〇 
 
〇〇 〇〇 
 
〇〇 〇〇 
 
〇〇 〇〇 
 
〇〇 〇〇 
 

 〇〇株式会社 
 代表取締役社長 〇〇〇〇 

 

 

〇〇市〇〇丁目〇番地〇号 
 
〇〇市〇〇丁目〇番地〇号 
 
〇〇市〇〇丁目〇番地〇号 
 
〇〇市〇〇丁目〇番地〇号 
 
〇〇市〇〇丁目〇番地〇号 
 
〇〇市〇〇丁目〇番地〇号 
 
〇〇市〇〇丁目〇番地〇号 
 
〇〇市〇〇丁目〇番地〇号 
 
〇〇市〇〇丁目〇番地〇号 
 
〇〇市〇〇丁目〇番地〇号 

 

  

 

（備考） 

 １ 用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 

  ２ 法人等が社員となる場合は、団体名と併せて代表者氏名を記載する。

 

役員（理事・監事）も、 
社員になることができる 

社員とは、社団の構成員の意味であり、
総会で議決権を持つ者のことである 

社員は、個人に限定されない 
法人等が社員になる場合は、団体名及び
代表者氏名、その所在地を記載すること 
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(６)確認書（法第10条第1項第４号関係）＜様式例及び記載例＞ 

 

 

確 認 書         

 

   特定非営利活動法人〇〇〇〇は、特定非営利活動促進法第２条第２項第２号及び同法 

 第１２条第１項第３号に該当することを、〇〇年〇月〇日に開催された設立総会におい 

て確認しました。 

 

  令和  年 月 日 

 

            （特定非営利活動法人の名称） 

             設立（代表）者 住所又は居所 

                     氏名                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定非営利活動促進法第2条第2項第2号の要件  

イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目 

 的とするものでないこと。 

ロ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする 

 ものでないこと。 

ハ 特定の公職（公職選挙法 （昭和２５年法律第１００号）第３条 に規定する公職 

 をいう。以下同じ。）の候補者（当該候補者になろうとする者を含む。）若しくは 

 公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とす 

 るものでないこと。 

特定非営利活動促進法第12条第1項第3号の要件 

  暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定す 

 る暴力団をいう。以下同じ。）又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。 

以下同じ。）若しくは暴力団の構成員でなくなった日から５年を経過しない者の 

統制の下にある団体でないこと。 

 

（備考） 

 １ 用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 

 

町名及び地番まで住民
票どおり記載する 

記名又は署名（自署）する 

設立総会開催日か総会以降の

作成した日を記載 

設立総会開催日を記載 
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 (７)設立趣旨書（法第10条第1項第５号関係）＜様式例及び記載例＞ 

 

 

設 立 趣 旨 書            

 

  １ 趣 旨 

 

 

 

 

 

 

【現状の把握】 

※定款に定められている目的や事業に係る社会的背景や現状。 

   ↓ 

【問題、課題】 

※どのような点で問題や課題があると考えるか。 

   ↓ 

【問題に対する解決策、目指す社会】 

※どのような社会の実現を目標としていくか。 

  法人が行う事業が不特定かつ多数のものの利益に寄与するゆえん。 

   ↓ 

【特定非営利活動法人格が必要な理由】 

※任意団体での限界性、他の法人格ではなく特定非営利活動法人格が必要な理由等。 

 

 

 

  ２ 申請に至るまでの経過 

 

 

 

 

・  法人の設立を発起し、申請するに至った動機や経緯 

（活動実績がある場合は、これまで取り組んできた具体的活動内容）    等 
 

 

・〇年〇月 任意団体〇〇〇〇を設立 

・〇年〇月 〇〇の活動を展開 

・〇年〇月 ＮＰＯ法人化に向けた設立総会を開催 

 

 

 

    令和〇〇年〇月〇日 

 

 

          （特定非営利活動法人の名称） 

           設立（代表）者 住所又は居所 

                   氏名                      

（備考） 

 １ 用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

２部提出する 

 

設立総会開催日か総会以降の作成した日を記載 

町名及び地番まで住民票
どおり記載する 記名又は署名（自署）する 
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 (８)設立総会議事録（法第10条第1項第６号関係）＜様式例及び記載例＞ 
 

特定非営利活動法人○○○○設立総会議事録 
 
 
 １ 日 時       令和〇〇年〇〇月〇〇日 〇〇時～〇〇時 
 ２ 場  所       〇〇〇〇〇〇〇〇  
 ３ 出席者数   〇〇名（うち書面表決者数〇名） 
４ 審議事項 

  (1)  議長選任の件 
  (2)  議事録署名人の選任の件 
  (3)  設立趣旨に関する件 
  (4)  定款に関する件 
  (5)  入会金及び会費に関する件 
  (6)  〇〇年度及び〇〇年度の事業計画   

並びに活動予算について 
  (7)  役員及び報酬に関する件 

 

(8)  設立代表者の選任について 
(9) 事務所の所在地について 
 

 ５  議事の経過の概要及び議決の結果     
  (1)  議長に〇〇〇〇が満場一致で選出された。 
  (2) 議長より、議事録署名人として〇〇〇〇、〇〇〇〇を選任したいとの提案があり、   

承認された。 
  (3) 〇〇〇〇より、別紙の設立趣旨により特定非営利活動法人を設立したい旨の提案 
   があり、審議の結果、全会一致で可決された。当団体が、特定非営利活動促進法第２条第

２項第２号及び同法第１２条第１項第３号に該当することも併せて確認された。 
  (4)  〇〇〇〇より、別紙定款案が提出され、審議の結果、全会一致で承認された。 
  (5)  〇〇〇〇より、設立当初の入会金及び会費を、①正会員：入会金〇〇円、会費 年〇〇

円、②賛助会員：入会金〇〇円、会費 一口〇〇円とする旨、提案があり、全会一致で承
認された。 

  (6) 〇〇〇〇より、令和〇〇年度及び令和〇〇年度の事業計画及び活動予算について提案が
あり、満場一致で可決された。 

   (7) 〇〇〇〇より役員の選出について提案があり、理事長に〇〇〇〇、副理事長に〇〇〇〇、
理事に〇〇〇〇、〇〇〇〇、監事に〇〇〇〇を選出した。 

      役員報酬については年間〇〇万円を超えない範囲とし、設立当初の役員からは〇〇〇〇
を年間〇〇万円の報酬を受ける役員とする旨、全員異議なく承認した。 

  (8)  議長より設立代表者について諮ったところ、〇〇〇〇を選任することが満場一致で可決
された。 

  (9) 議長より当法人の事務所について、岡山県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号〇〇マンション
〇〇〇号に置くことが提案され、全会一致で承認された。 

 
  以上、この議事録が正確であることを証します。 
 
   令和  年  月  日 

                  議 長                            
 
                  議事録署名人                            
 
                        同                             
 

 （備考） 

１ 用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 

 ２ ３には、書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記する。 

 ３ 原本は団体で保管し、謄本（コピー）を提出する。 

  

定款の附則の記載と一致
させる 

定款の記載を「岡山県○○市内」として
いる場合は、総会で事務所地（町名及び
番地まで）を決定する 

・法人の設立に係る事項の確認（設立趣旨、
定款、役員、事業計画・活動予算等） 

・特定非営利活動促進法第2条第2項第2号及
び法第12条第1項第3号に該当することの
確認 

・設立についての意思の確認 
・その他、設立認証申請に係る事項の確認 

謄本（コピー）を提出する 
原本は法人で保管 

総会の開催の日以降、申
請日までの日付を記載 
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(９)事業計画書（法第10条第1項７号関係）＜様式例及び記載例＞ 

 

令和○○年度の事業計画書 

法人成立の日から○○年○○月○○日まで 

                                特定非営利活動法人○○○○ 

 １ 事業実施の方針 

 

２ 事業の実施に関する事項 

    （１）特定非営利活動に係る事業 

 

 

 

 

 

 

定款の 

事業名 
事業内容 

実施予定 

日  時 

実施予定 

場  所 

従事者の 

予定人数 

受益対象者 

の範囲及び 

予定人数 

支  出 

見 込 額 

（千円） 

 

       

       

       

       

   

（２）その他の事業 

 

 

 

 

 

定款の 

事業名 
事業内容 

実施予定 

日  時 

実施予定 

場  所 

従事者の 

予定人数 

受益対象者 

の範囲及び 

予定人数 

支  出 

見 込 額 

（千円） 

 

       

      

 

（備考） 

１ 用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。  

２ 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書をそれぞれ別葉として作成する。 

３ ２は、（１）には特定非営利活動に係る事業、（２）にはその他の事業について、区分を明らかにして記載する。 

４ ２の（１）については事業毎に定款の事業名、事業内容、実施予定日時、実施予定場所、従事者の予定人数、受

益対象者の範囲及び予定人数並びに支出見込額をそれぞれ記載する。 

５ ２の（１）のうち「受益対象者の範囲及び予定人数」の欄には、具体的な受益対象者及び予定人数を記載する。 

６ ２の（２）については事業毎に定款の事業名、事業内容、実施予定日時、実施予定場所、従事者の予定人数及び

支出見込額をそれぞれ記載する。 

定
款
の
事
業
名
に
あ
わ
せ
る
。
事
業
ご
と
に
記
入 

 

定款第５条に定めてい
る事業をすべて記載 

その他の事業を行う場合のみ記載 
特定非営利活動に係る事業の事業内容
と、その他の事業の事業内容とは、相違
点を明らかにして記載する 
 

活
動
予
算
書
の
事
業
費
と
合
計
額
を
一
致
さ
せ
る 

事業実施により利益を受ける
対象者の範囲と人数を記載 

定款附則の｢設立当初
の事業年度｣の期間と
一致させる 

２部提出する 

 

「随時」、「通年」、「年４回」
などの表示でよい 
 

できるだけ詳しく記入 
記入欄を広げても構わない 
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（１０）活動予算書①（法第10条第１項第８号関係）） 
「設立当初の事業年度の活動予算書」＜様式例及び記載例＞ 

 
 

設立当初の事業年度 活動予算書 
法人成立の日から××年×月×日まで 

特定非営利活動法人○○○○ 
(単位：円) 

科目 
特定非営利活動
に係る事業 

その他の事業 合計 

Ⅰ 経常収益 
  １.受取会費 

正会員受取会費 
   ………………… 
  ２.受取寄附金 
    受取寄附金 
    施設等受入評価益 
   ………………… 
  ３.受取助成金等 
   受取民間助成金 
   ………………… 
  ４.事業収益 
   ○○事業収益 

△△事業収益 
  ５.その他収益 
   受取利息 
   雑収益 
   ………………… 
  経常収益計 
Ⅱ 経常費用 
  １.事業費 
   (１) 人件費 
     役員報酬 

給料手当 
法定福利費 
退職給付費用 
福利厚生費 
……………… 
人件費計 

   (２) その他経費 
     会議費 
     旅費交通費 
     施設等評価費用 
     減価償却費 
     支払利息 
     ……………… 
     その他経費計 
    事業費計 
  ２.管理費 
   (１) 人件費 
     役員報酬 

給料手当 
法定福利費 
退職給付費用 
福利厚生費 

 
 

××× 
××× 

 
××× 
××× 
××× 

 
××× 
××× 

 
××× 

 
 

××× 
××× 
××× 
××× 

 
 
 

××× 
××× 
××× 
××× 
××× 
××× 
××× 

 
××× 
××× 
××× 
××× 
××× 
××× 
××× 
××× 

 
 

××× 
××× 
××× 
××× 
××× 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

××× 
 
 
 
 

××× 
 
 
 

××× 
××× 
××× 

 
××× 

 
××× 

 
 

××× 
 
 
 

××× 
××× 
××× 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

××× 
××× 

 
××× 
××× 
××× 

 
××× 
××× 

 
××× 
××× 

 
××× 
××× 
××× 
××× 

 
 
 

××× 
××× 
××× 
××× 
××× 
××× 
××× 

 
××× 
××× 
××× 
××× 
××× 
××× 
××× 
××× 

 
 

××× 
××× 
××× 
××× 
××× 

施設等評価

費用も併せて

計上(計上は

法人の任意) 

人件費とその他 

経費に分けた上 

で、支出の形態 

別に内訳を記載 

施設等受
入評価益も
併せて計上
(計上は法
人の任意) 

人件費とその他 
経費に分けた上 
で、支出の形態 
別に内訳を記載 

定款附則の「設立
当初の事業年度」
と一致させる 

２部提出する 
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……………… 
人件費計 

   (２) その他経費 
     会議費 
     旅費交通費 
     減価償却費 
     支払利息 
     ……………… 
     その他経費計 
    管理費計 
   経常費用計 
    当期経常増減額 
Ⅲ 経常外収益 
  １.固定資産売却益 
   ……………… 
  経常外収益計 
Ⅳ 経常外費用 
  １.過年度損益修正損 
    ……………… 
  経常外費用計 
   経理区分振替額 

当期正味財産増減額 
   設立時正味財産額 
   次期繰越正味財産額 

××× 
××× 

 
××× 
××× 
××× 
××× 
××× 
××× 
××× 
××× 
××× 

 
××× 
××× 
××× 

 
××× 
××× 
××× 
××× 
××× 
××× 
××× 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

××× 
××× 

 
 
 
 
 
 
 
 

△××× 
××× 
××× 
××× 

××× 
××× 

 
××× 
××× 
××× 
××× 
××× 
××× 
××× 
××× 
××× 

 
××× 
××× 
××× 

 
××× 
××× 
××× 
××× 
××× 
××× 
××× 

 
 
 
 
 
 
 
 
  ※その他の事業を定款で掲げていない法人は、「その他の事業」の欄は不要 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

その他の事業で得
た利益の振替額 

貸借対照表の｢正
味財産合計｣と金
額が一致すること
を確認する 

(注)  重要性が高いと判断される使途等が制約された寄附金等(対象事業等が定められた補助金等を含 
む)を受け入れる予定である場合は、「一般正味財産の部」と「指定正味財産の部」に区分して表 
示することが望ましい（表示例は以下のとおり）。 
 
 

 
 （一般正味財産増減の部） 

  Ⅰ 経常利益 
   １．受取寄附金 
     受取寄附金振替額        ××× 
      ・・・・・・・・・・ 

 Ⅱ 経常費用 
   ２．事業費 
     援助用消耗品費 
      ・・・・・・・・・・     ××× 
  （指定正味財産増減の部） 
   受取寄附金             ○○○ 
      ・・・・・・・・・・ 
   一般正味財産への振替額      △××× 

 
 
 

「受取寄附金振替額」
と同額をマイナス計上 

使途等の制約が解除されたことによる指定正
味財産から一般正味財産への振替額 

次期事業年度活動予
算書の「前期繰越正
味財産額」と金額が
一致することを確認す
る 
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（１０）活動予算書②（法第10条第１項第８号関係） 
「翌事業年度の活動予算書」＜様式例及び記載例＞ 

 
 

令和○○年度 活動予算書 
××年×月×日から××年×月×日まで 

特定非営利活動法人○○○○ 
(単位：円) 

科目 
特定非営利活動
に係る事業 

その他の事業 合計 

Ⅰ 経常収益 
  １.受取会費 

正会員受取会費 
   ………………… 
  ２.受取寄附金 
    受取寄附金 
    施設等受入評価益 
   ………………… 
  ３.受取助成金等 
   受取民間助成金 
   ………………… 
  ４.事業収益 
   ○○事業収益 

△△事業収益 
  ５.その他収益 
   受取利息 
   雑収益 
   ………………… 
  経常収益計 
Ⅱ 経常費用 
  １.事業費 
   (１) 人件費 
     役員報酬 

給料手当 
法定福利費 
退職給付費用 
福利厚生費 
……………… 
人件費計 

   (２) その他経費 
     会議費 
     旅費交通費 
     施設等評価費用 
     減価償却費 
     支払利息 
     ……………… 
     その他経費計 
    事業費計 
  ２.管理費 
   (１) 人件費 
     役員報酬 

給料手当 
法定福利費 
退職給付費用 
福利厚生費 

 
 

××× 
××× 

 
××× 
××× 
××× 

 
××× 
××× 

 
××× 

 
 

××× 
××× 
××× 
××× 

 
 
 

××× 
××× 
××× 
××× 
××× 
××× 
××× 

 
××× 
××× 
××× 
××× 
××× 
××× 
××× 
××× 

 
 

××× 
××× 
××× 
××× 
××× 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

××× 
 
 
 
 

××× 
 
 
 

××× 
××× 
××× 

 
××× 

 
××× 

 
 

××× 
 
 
 

××× 
××× 
××× 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

××× 
××× 

 
××× 
××× 
××× 

 
××× 
××× 

 
××× 
××× 

 
××× 
××× 
××× 
××× 

 
 
 

××× 
××× 
××× 
××× 
××× 
××× 
××× 

 
××× 
××× 
××× 
××× 
××× 
××× 
××× 
××× 

 
 

××× 
××× 
××× 
××× 
××× 

施設等評
価費用も併
せて計上
(計上は法
人の任意) 

次期事業年度の自至
年月日を記載 

人件費とその他 
経費に分けた上 
で、支出の形態 
別に内訳を記載 

施設等受入
評価益も併
せて計上
(計上は法
人の任意) 

２部提出する 

 

人件費とその
他経費に分け
た上で、支出の
形態別に内訳
を記載 
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……………… 
人件費計 

   (２) その他経費 
     会議費 
     旅費交通費 
     減価償却費 
     支払利息 
     ……………… 
     その他経費計 
    管理費計 
   経常費用計 
    当期経常増減額 
Ⅲ 経常外収益 
  １.固定資産売却益 
   ……………… 
  経常外収益計 
Ⅳ 経常外費用 
  １.過年度損益修正損 
    ……………… 
  経常外費用計 
   経理区分振替額 

当期正味財産増減額 
   前期繰越正味財産額 
   次期繰越正味財産額 

××× 
××× 

 
××× 
××× 
××× 
××× 
××× 
××× 
××× 
××× 
××× 

 
××× 
××× 
××× 

 
××× 
××× 
××× 
××× 
××× 
××× 
××× 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

××× 
××× 

 
 
 
 
 
 
 
 

△××× 
××× 
××× 
××× 

××× 
××× 

 
××× 
××× 
××× 
××× 
××× 
××× 
××× 
××× 
××× 

 
××× 
××× 
××× 

 
××× 
××× 
××× 
××× 
××× 
××× 
××× 

 
 
 
 
 
 
 
 
※その他の事業を定款で掲げていない法人は、「その他の事業」の欄は不要 

 
 
 
 
 
 
 
 
（備考：活動予算書様式例①② 共通） 

１ 用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 

２ 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書は、それぞれ別に作成する。 

３ 定款上、「その他の事業」に関する事項を定めている場合は、「その他の事業」の欄に金額を計上し、実施予定

がない年度についても、収益・経費0円で計上する。 

４ その他の事業から利益が生じる場合には、特定非営利活動に係る事業会計への繰り入れがわかるように記載する。

また、その他の事業は本来事業に支障がない限り実施できることとなっているため、その損益の状況は適法性の判

断材料となる。 

５ 「事業費」とは、法人の事業実施のために直接要する支出で、管理費以外のものをいう。（当該事業の実施のた

めに直接要する人件費、光熱費、交通費等が含まれる。）また、定款に掲げる事業ごとの損益を別様で掲載するこ

とが望ましい。                                             

６ 特に、支出規模（事業費＋管理費）で見た特定非営利活動に係る事業の割合、総支出額に占める管理費の割合等

は、特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること、営利を目的としないものであることという法定要件への

適合性の判断材料になる。  

前事業年度活動計
算書の「次期繰越正
味財産額」と金額が
一致することを確認
する 

貸借対照表の｢正
味財産合計｣と金
額が一致すること
を確認する 

その他の事業を実施していな
い場合は、「その他の事業」欄
の数字をすべてゼロとする、あ
るいは脚注に「※今年度はその
他の事業を実施していませ
ん。」と明記する 

(注)  重要性が高いと判断される使途等が制約された寄附金等(対象事業等が定められた補助金等を含 
む)を受け入れる予定である場合は、「一般正味財産の部」と「指定正味財産の部」に区分して表 
示することが望ましい（表示例はＰ.50の様式例を参照）。 

その他の事業で得
た利益の振替額 
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勘定科目 科目の説明
Ⅰ 経常収益

１．受取会費
正会員受取会費 確実に入金されることが明らかな場合を除き、実際に入金したときに計上する。
賛助会員受取会費 対価性が認められず明らかに贈与と認められるものや、それを含む場合があり、ＰＳＴの判

定時に留意が必要。
２．受取寄附金

受取寄附金
資産受贈益 無償又は著しく低い価格で現物資産の提供を受けた場合の時価による評価差益。
施設等受入評価益 受け入れた無償又は著しく低い価格で施設の提供等の物的サービスを、合理的に算定し外部

資料等によって客観的に把握でき、施設等評価費用と併せて計上する方法を選択した場合に
計上する。

ボランティア受入評価益 提供を受けたボランティアからの役務の金額を、合理的に算定し外部資料等によって客観的
に把握でき、ボランティア評価費用と併せて計上する方法を選択した場合に計上する。

３．受取助成金等
　 受取助成金

受取補助金
４．事業収益 事業の種類ごとに区分して表示することができる。

売上高 販売用棚卸資産の販売やサービス（役務）の提供などにより得た収益。
○○利用会員受取会費 サービス利用の対価としての性格をもつ会費。

５．その他収益
受取利息
為替差益 為替換算による差益。なお為替差損がある場合は相殺して表示する。
雑収益 いずれの科目にも該当しない、又は独立の科目とするほど量的、質的に重要でない収益。こ

の科目の金額が他と比して過大になることは望ましくない。
Ⅱ 経常費用

１．事業費
(1) 人件費

役員報酬 役員に対する報酬等（使用人兼務分を除く）のうち、事業に直接かかわる部分
給料手当 使用人兼務役員の使用人部分を含む
臨時雇賃金
ボランティア評価費用 ボランティアの費用相当額。ボランティア受入評価益と併せて計上する。
法定福利費

退職給付費用 退職給付見込額のうち当期に発生した費用。会計基準変更時差異の処理として、定額法によ
り費用処理する場合、一定年数（15年以内）で除した額を加算する。少額を一括して処理す
る場合も含まれる。

通勤費 給料手当、福利厚生費に含める場合もある。
福利厚生費

(2) その他経費
売上原価 販売用棚卸資産を販売したときの原価。期首の棚卸高に当期の仕入高を加え期末の棚卸高を

控除した額。
業務委託費
諸謝金 講師等に対する謝礼金。
印刷製本費
会議費
旅費交通費
車両費

車両運搬具に関する費用をまとめる場合。内容により他の科目に表示することもできる。

通信運搬費 電話代や郵送物の送料等。
消耗品費
修繕費
水道光熱費 電気代、ガス代、水道代等。
地代家賃 事務所の家賃や駐車場代等。
賃借料

少額資産に該当する事務機器のリース料等。不動産の使用料をここに入れることも可能。

施設等評価費用 無償でサービスの提供を受けた場合の費用相当額。施設等受入評価益と併せて計上する。

減価償却費
保険料
諸会費
租税公課 収益事業に対する法人税等は租税公課とは別に表示することが望ましい。なお、法人税等を

別表示する際には、活動計算書の末尾に表示し、税引前当期正味財産増減額から法人税等を
差し引いて当期正味財産増減額を表示することが望ましい（Ｐ154の様式例参照）。

活動計算書（活動予算書）の科目例

　　以下に示すものは、一般によく使われると思われる科目のうち、主なものを例示したものです。したがって、
　該当がない場合は使用する必要はありませんし、利用者の理解に支障がなければまとめても構いません。
　　また、適宜の科目を追加することができます。

補助金や助成金の交付者の区分によって受取民間助成金、受取国庫補助金等に区分すること
ができる。
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勘定科目 科目の説明
研修費
支払手数料
支払助成金
支払寄附金
支払利息 金融機関等からの借入れに係る利子・利息。
為替差損 為替換算による差損。なお、為替差益がある場合は相殺して表示する。
雑費 いずれの科目にも該当しない、又は独立の科目とするほど量的、質的に重要でない費用。こ

の科目の金額が他と比して過大になることは望ましくない。
２．管理費
(1) 人件費

役員報酬 役員に対する報酬等（使用人兼務分を除く）のうち、運営管理にかかわる部分
給料手当 使用人兼務役員の使用人部分を含む
法定福利費
退職給付費用 退職給付見込額のうち当期に発生した費用。会計基準変更時差異の処理として、定額法によ

り費用処理する場合、一定年数（15年以内）で除した額を加算する。少額を一括して処理す
る場合も含まれる。

通勤費 給料手当、福利厚生費に含める場合もある。
福利厚生費

(2) その他経費
印刷製本費
会議費
旅費交通費
車両費

車両運搬具に関する費用をまとめる場合。内容により他の科目に表示することもできる。

通信運搬費 電話代や郵送物の送料等。
消耗品費
修繕費
水道光熱費 電気代、ガス代、水道代等。
地代家賃 事務所の家賃や駐車場代等。
賃借料

少額資産に該当する事務機器のリース料等。不動産の使用料をここに入れることも可能。

減価償却費
保険料
諸会費
租税公課 収益事業に対する法人税等は租税公課とは別に表示することが望ましい。なお、法人税等を

別表示する際には、活動計算書の末尾に表示し、税引前当期正味財産増減額から法人税等を
差し引いて当期正味財産増減額を表示することが望ましい（Ｐ154の様式例参照）。

支払手数料
支払利息 金融機関等からの借入れに係る利子・利息。
雑費 いずれの科目にも該当しない、又は独立の科目とするほど量的、質的に重要でない費用。こ

の科目の金額が他と比して過大になることは望ましくない。
Ⅲ 経常外収益

固定資産売却益
過年度損益修正益 過年度に関わる項目を当期に一括して修正処理をした場合。

Ⅳ 経常外費用
固定資産除・売却損
災害損失
過年度損益修正損 過年度に関わる項目を当期に一括して修正処理をした場合。会計基準を変更する前事業年度

以前に減価償却を行っていない資産を一括して修正処理する場合などに用いる。減価償却費
だけの場合は、「過年度減価償却費」の科目を使うこともできる。

Ⅴ 経理区分振替額
経理区分振替額 その他の事業がある場合の事業間振替額。
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(１１)補正書（法第１０条第４項関係）＜様式第１号の２及び記載例＞ 

様式第１号の２（第３条関係） 

 

令和〇〇年〇〇月〇〇日 

 

岡山県知事        殿 

 

            申立人 住所又は居所 

        

     氏名 

                                       

                           電話番号 

 

                            

補正書 

 

令和〇〇年〇〇月〇〇日付けで申請した（〇〇認証申請書・〇〇認証申請書に添付した〇〇）に

ついて補正をしたいので、特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第４項（同法

第２５条第５項及び第３４条第５項において準用する場合を含む。）の規定により、次のとおり補

正を申し立てます。 
 

記 
 

１ 補正する内容 

補正後 補正前 

（事業） 

第５条 この法人は、第３条の目的を達

成するため、次の事業を行う。 

（１） 特定非営利活動に係る事業 

   ① ○○○○○事業 

      ② ○○○○○事業 

（２） その他の事業 

      ① ○○○○○事業 

（事業） 

第５条 この法人は、第３条の目的を達

成するため、次の事業を行う。 

（１） 特定非営利活動に架かる事業 

   ① ○○○○○事業 

      ② ○○○○○事業 

（２） その他の事業 

  ① ○○○○○事業 

 

２ 補正する理由 

   誤字があったため 

 

備考 補正後の様式第１号、様式第４号若しくは様式第12号又は特定非営利活動促進法第10条第４項の書類を添付

すること。この場合において、同条第１項第１号、第２号イ、第５号、第７号又は第８号に掲げる書類を補正

する場合は、その副本１通を添えること。 

 

認証申請受理後、縦覧期間中、１週間以
内であれば、当該申請書類の不備を補正
することができる 
ただし、補正できるのは明白な不備（誤字
脱字等の軽微なもの）に限られる 

補正する書類を特定できる文言
を記載する 
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２ 設立認証後に必要な届出関係 

設立認証後登記をしたときは、遅滞なく、当該登記をしたことを証する登記事項証明書及び設 

立の時の財産目録を添付した設立登記完了届出書（様式第２号）を所轄庁に提出しなければなり 

ません。あわせて、閲覧用書類も提出します。 

 

＜提出書類一覧＞ 

 提出書類名 様式 閲覧 部数 

１ 設立登記完了届出書（Ｐ.57） 第２号  １ 

２ 登記事項証明書 官公署  １ 

３ 登記事項証明書の写し 〃 ○ １ 

４ 設立時の財産目録（Ｐ.58） 任意 ○ ２ 
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（１）設立登記完了届出書（法第１３条第２項関係）＜様式第２号及び記載例＞ 

様式第２号（第４条関係） 

 

令和〇〇年〇〇月〇〇日 

 

岡山県知事        殿 

 

                      （特定非営利活動法人の名称） 

                       主たる事務所の所在地 

                       代表者氏名              

                       電話番号 

 

設立登記完了届出書 

 

 設立の登記を完了したので、特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１３条第２項 

の規定により、登記事項証明書及び財産目録を添えて届け出ます。 

 

 

 

 

 

備考 届出書には、特定非営利活動促進法第13条第２項に定めるもののほか、同項の登記事項証明

書の写し１通及び財産目録の副本１通を添えること。 

 

 

 

 

 

 

提出の日でよい 

〔添付書類〕 

・登記事項証明書（原本） １部 

・   〃             （写し） １部 

・財産目録                ２部 
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（２） 設立の時の財産目録（法第１４条関係）＜様式例及び記載例＞ 
 

設立の時の財産目録 
                 ××年×月××日現在 
                               特定非営利活動法人○○○○ 
                                       （単位：円） 

科目 金額 
Ⅰ 資産の部 
  １．流動資産 

 現金預金 
     手元現金 
     ××銀行普通預金 
    未収金 
       ××事業未収金 
    ……………… 
     流動資産合計 
  ２．固定資産 
   （１）有形固定資産 
      什器備品 
       パソコン１台 
       応接セット 
       ……………… 
       歴史的資料 
      ……………… 
      有形固定資産計 
   （２）無形固定資産 
      ソフトウェア 
       財務ソフト 
      ……………… 
      無形固定資産計 
   （３）投資その他の資産 
      敷金 
      ○○特定資産 
      ××銀行定期預金 
      ……………… 
      投資その他の資産計 
    固定資産合計 
  資産合計 
Ⅱ 負債の部 
  １．流動負債 
    未払金 
     事務用品購入代 
     ……………… 
    預かり金 
     源泉所得税預り金 
     ……………… 
    ……………… 
    流動負債合計 
  ２．固定負債 
    長期借入金 
     ××銀行借入金 
     ……………… 
    ……………… 
    固定負債合計 
   負債合計 
     正味財産 

 
 
 

××× 
××× 

 
××× 
××× 

 
 
 
 

××× 
××× 
××× 

評価せず 
××× 
××× 

 
 

××× 
××× 
××× 

 
××× 

 
××× 
××× 
××× 

 
 
 
 
 

××× 
××× 

 
××× 
××× 
××× 

 
 

××× 
××× 
××× 
××× 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

××× 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

××× 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

××× 
 
 
 
 
 

××× 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
××× 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

××× 
××× 

口座番号の記
載は不要 

金銭評価ができない資産に
ついては「評価せず」として記
載する 

正味財産＝資産合計－負債合計 

登記事項証明書に記載して
ある法人設立の年月日を記
載する 
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（３） その他の様式(参考)

 ①設立登記申請書＜様式（法務局へ提出）＞

 

特定非営利活動法人設立登記申請書 

 

１．名称        特定非営利活動法人○○ 

１．主たる事務所    ○県○市○町○丁目○番○号 

１．登記の事由     令和○年○月○日設立の手続終了 

１．登記すべき事項   別添のとおり 

１．認証書到達の年月日 令和○年○月○日 

１．添付書類      定款                １通 

認証書               １通 

就任承諾書             ○通 

 

上記のとおり登記の申請をします。 

 

令和○年○月○日 

 

申請人  ○県○市○町○丁目○番○号 

    特定非営利活動法人○○ 

理 事  ○県○市○町○丁目○番○号 

○○ ○○ ㊞ 

 

         連絡先の電話番号 

 

岡山地方法務局 御中 

 

 

＊ 記載内容、添付書類など登記の手続の詳細は法務局で確認してください。
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②連絡窓口等の連絡票

  ※ 下表の内容に変更があった場合、郵送又はファックスにてご提出ください。

【岡山県所轄分】岡山県庁内  岡山県県民生活部県民生活課 行き
（ファックス：０８６－２３２－５３５４）

特定非営利活動法人の連絡窓口等

１ 法人名等

（フリガナ）
法   人    名

（フリガナ）
代表者の職・氏名

主たる事務所の所在地
（〒    －      ）

２ 連絡窓口

区      分 内        容 公開の可否

（フリガナ）
事務担当者の職・氏名

電話番号

ファックス

Ｅ－ｍａｉｌ

【記入例】

区     分 内        容 公開の可否

（フリガナ）
事務担当者の職・氏名

事務局長
オカヤマ タロウ
 岡山 太郎

○

電話番号 ×××－×××－×××× ○

ファックス △△△－△△△－△△△△ ○

Ｅ－ｍａｉｌ □□□＠□□□□□□□□ ○

３  ホームページの開設状況（開設していない場合は、記入不要です。）

ホームページＵＲＬ http:// 
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